
①要介護認定の認定日以降にサービスの利用を開始した場合

　　（居宅（介護予防）サービス計画作成依頼（変更）届出書を以下、居宅（介護予防）届出書と表記）

②暫定期間中にサービスの利用を開始した場合
ⅰ）居宅（介護予防）届出書の提出が事前にある場合

※　地域包括支援センターと居宅介護支援事業所との間で連携を取っていない場合は、日付を遡って居宅（介護予防）届出書の再提出は

　　できません。

ⅱ）居宅（介護予防）届出書の提出が事前に無い場合

3.4.1 3.4.20 3.5.10 3.5.20

居宅（介護予防）届出書の提出がない

居宅（介護予防）届出書の提出がある

「遅延に関する申出書」の提出が必要となる事例について

3.4.1 3.4.20 3.5.10 3.6.10

3.4.1 3.5.10 3.6.10 3.7.10

居宅（介護予防）届出書の提出がない
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認定結果がでたことで、居宅

（介護予防）届出書の再提出

が必要となった。（※）

例）包括支援センターで事前に

届出書を提出していたが、要

介護で認定がでた場合など
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